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■記号の説明・・・ ＝日時　 ＝場所　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用

　　　　　　　　　 ＝申込み　 ＝問合せ　 ＝ IP電話　 ＝ファクス

　
市
内
中
小
企
業
者
を
支
援
し
、
地
域
経

済
を
循
環
さ
せ
る
た
め
、
東
近
江
市
三
方

よ
し
商
品
券
を
10
月
３
日
㈪
か
ら
新
た
に

発
売
し
ま
す
。

　

発
売
に
当
た
り
、
本
商
品
券
が
利
用
で

き
る
取
扱
店
を
募
集
し
ま
す
。

市
内
に
店
舗
ま
た
は
事
業
所
が
あ
る
店

舗
面
積
が
１
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
な
い
事
業
者

７
月
１
日
㈮
か
ら
随
時

指
定
の
様
式
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
商
工
労
政
課
に
提
出

 

①
７
月
19
日
㈫
午
前
10
時
30
分

　

②
７
月
30
日
㈯
午
前
10
時
30
分

　

③
８
月
４
日
㈭
午
後
２
時

①
能
登
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　
　

学
習
室
１
～
３

　

②
市
役
所
新
館
３
階
３
１
３
会
議
室

　

③
湖
東
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　
　

大
会
議
室

商
工
労
政
課

０
５
０
‐
５
８
０
２
‐
９
５
４
０

０
７
４
８
‐
23
‐
８
２
９
２

地
元
の
お
店
で
買
い
物
を
！

東
近
江
市
三
方
よ
し
商
品
券

東
近
江
市
三
方
よ
し
商
品
券

取
扱
店

取
扱
店
をを
募
集
募
集

■
対
象
世
帯

① 

令
和
４
年
６
月
１
日
時
点
で
本
市
に
住

民
登
録
が
あ
り
、
世
帯
全
員
の
令
和
４

年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯

② 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

で
令
和
４
年
１
月
以
降
の
収
入
が
減
少

し
、
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
相
当

と
認
め
ら
れ
る
世
帯

※ 

①
②
と
も
に
、
世
帯
全
員
が
、
住
民
税

が
課
税
さ
れ
て
い
る
ほ
か
の
親
族
な
ど

に
扶
養
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
対
象
外

と
な
り
ま
す
。

※ 

既
に
本
給
付
金
を
受
給
さ
れ
た
世
帯
は

除
き
ま
す
。
　

■
給
付
額

　
１
世
帯
当
た
り
10
万
円
（
１
回
限
り
）

　

①
②
の
重
複
受
給
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
手
続
き
方
法

　

①
に
該
当
す
る
世
帯
に
は
、７
月
上
旬

か
ら
順
次
、確
認
書
を
郵
送
し
ま
す
。9
月

30
日
㈮
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。②

に
該
当
す
る
世
帯
は
、申
請
が
必
要
で
す
。

生
活
支
援
給
付
金
室

☎
０
７
４
８
‐
24
‐
５
６
３
９

０
７
４
８
‐
24
‐
５
６
９
３

住
民
税
非
課
税
世
帯
等

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
へ
の
へ
の

　　

      

臨
時
特
別
給
付
金

臨
時
特
別
給
付
金

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

 子どもたちの成長のために

定住移住のための住まいを応援定住移住のための住まいを応援 住宅課
050-5801-5652　 0748-24-5578

住宅取得住宅取得に関するに関する補助金補助金ののお知らせお知らせ
　令和４年４月１日以降に新築住宅または中古住宅を取得する場合に
取得費の一部を補助（現金または市が発行する地域商品券）します。
※�①～③それぞれに補助対象要件があります。詳しくは、住宅課まで
問い合わせてください。

（補助率10分の10/ 現金）
◆対象・条件
＊�交付申請時に夫婦のいずれか
が市内に住民登録があること。
＊�令和４年１月１日以降に婚姻届
が受理され、婚姻日時点の年
齢が夫婦ともに39歳以下であ
ること。
＊�世帯所得が400万円未満であ
ること。

市民結婚新生活
支援事業③③

29歳以下29歳以下

39歳以下39歳以下
上限60万円上限60万円

上限30万円上限30万円

（補助率５分の１/ 地域商品券）
◆対象・条件
＊�令和４年１月１日時点で市外に
住民登録がある人
＊�過去に市内に居住していた人
または父母もしくは祖父母が
市内に居住している人（義父
母・義祖父母でも可）

Ｕターン者
住宅取得事業②②

上限20万円上限20万円
（補助率５分の１/ 地域商品券）
◆対象・条件
＊�令和４年１月１日時点で市内に
住民登録があり、引き続き市
内に居住している40歳未満の
人
＊�中学生以下の子どもがいる世
帯で子どもと同居する人

市民子育て
住宅取得事業①①

上限20万円上限20万円

あなたの大切な一票を

やまの子キャンプやまの子キャンプ
ボランティアスタッフボランティアスタッフをを募集募集
　市内の小中学生を対象に夏休みに実施する「東
近江やまの子キャンプ」で、子どもたちの活動を
補助するボランティアスタッフを募集します。
７月31日㈰～８月４日㈭

　各日とも９：00～17：00
※１日単位でも申込みができます。
愛郷の森キャンプ場（和南町）
�高校生以上で野外活動に興味があり、心身と
もに健康な人

※�子どもが好きな人大歓迎。経験や資格は問い
ません。

■■内容内容　イワナ焼き、活動写真撮影、　イワナ焼き、活動写真撮影、
子どもたちの安全管理など子どもたちの安全管理など
７月15日㈮まで７月15日㈮まで

生涯学習課生涯学習課
050-5801-5672　050-5801-5672　
0748-24-13750748-24-1375

子育て世帯生活支援特別給付金子育て世帯生活支援特別給付金
（（ひとり親世帯分ひとり親世帯分））

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する
中で、物価高騰や収入減少により困難を抱えているひ
とり親世帯への生活支援として、特別給付金を給付し
ます。給付には、申請が必要です。
※�この給付金は、令和４年４月分の児童扶養手当を
受給している人には、６月に給付済みです。
■対象者　
　平成16年４月２日以降に出生した児童を養育してい
るひとり親世帯で、公的年金を受給している人または
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し
た人。ただし、収入が児童扶養手当の対象となる水
準である場合に限ります。
■給付額　児童1人につき５万円
■受付期限　令和５年２月28日㈫まで
■受付場所　こども政策課または各支所

こども政策課 
050-5801-5643　 0748-23-7501 �

新型コロナウイルス感染症対策

取
扱
希
望
事
業
者
向
け

取
扱
希
望
事
業
者
向
け

　
　
　
　
説
明
会

　
　
　
　
説
明
会
をを
開
催
開
催
し
ま
す

し
ま
す

滋賀県知事滋賀県知事
参議院議員参議院議員

■投票所・投票時間
　投票日当日は、各世帯に郵送する「投票所入場整理
券」に記載された場所で投票してください。投票時間
は、７時から20時までです。（鈴鹿の里コミュニティセ
ンター、箕川集会所および君ヶ畑集会所は、19時まで）
■無料送迎タクシー
　投票日当日は、自宅から投票所まで無料タクシーで
送迎します。車いすのまま乗降できる「車いす対応タ
クシー」も利用できます。詳しくは、入場整理券に同
封のお知らせを確認してください。
■期日前投票
　投票日当日に仕事や外出などで投票ができない人
は、期日前投票ができます。詳しくは、入場整理券に
同封のお知らせを確認してください。

選挙選挙 投票日 ７月10日（日）

期日前投票７月９日（土）まで

東近江市選挙管理委員会 
☎0748-24-5564　 0748-24-5579  

■療養している人も投票ができます
　新型コロナウイルス感染症により宿泊施設または自宅
で療養などをしている人で、一定の要件に該当する場合は、
療養先で郵便などによる投票ができます。
　７月６日㈬（必着）までに「特例郵便等投票請求書」を
東近江市選挙管理委員会に郵送してください。詳しくは、
市ホームページを確認するか問い合わせてください。
■濃厚接触者も投票できます
　投票のための外出は、「不要不急の外出」には該当しな
いとされています。濃厚接触者は、自身の体調や感染防
止対策に十分留意して投票所にお越しください。

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症に関する案内に関する案内

■本市で投票できる人
　満18歳以上（平成16年７月11日以前生まれ）で、引き続き３カ月以上本市に住所があり、選挙人名簿に登録され
ている人。なお、県外へ転出された場合は、滋賀県知事選挙の投票はできません。県内の他市町へ転出された場
合は、引き続き県内に住所を有していることが確認できれば投票できます。
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有
効
期
限
は
、
制

　

有
効
期
限
は
、
制

度
改
正
に
よ
り
９
月

度
改
正
に
よ
り
９
月

3030
日
㈮
ま
で
で
、

日
㈮
ま
で
で
、
1010

月
以
降
の
保
険
証

月
以
降
の
保
険
証

は
、
９
月
中
に
改
め
て
送
付
し
ま
す
。

は
、
９
月
中
に
改
め
て
送
付
し
ま
す
。

　

医
療
機
関
で
入
院
時
や
高
額
な
外
来
診

　

医
療
機
関
で
入
院
時
や
高
額
な
外
来
診

療
を
受
け
る
と
き
に
限
度
額
認
定
証
を
提

療
を
受
け
る
と
き
に
限
度
額
認
定
証
を
提

示
す
る
と
、
支
払
い
額
の
上
限
は
限
度
額

示
す
る
と
、
支
払
い
額
の
上
限
は
限
度
額

ま
で
と
な
り
、
入
院
時
の
食
事
代
が
減
額

ま
で
と
な
り
、
入
院
時
の
食
事
代
が
減
額

さ
れ
ま
す
。

さ
れ
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
人
は
、
令
和
４
年
度
市
県

　

対
象
と
な
る
人
は
、
令
和
４
年
度
市
県

民
税
が
世
帯
全
員
非
課
税
の
人
お
よ
び
一

民
税
が
世
帯
全
員
非
課
税
の
人
お
よ
び
一

定
所
得
以
下
の
人
で
す
。
現
在
、
認
定
証

定
所
得
以
下
の
人
で
す
。
現
在
、
認
定
証

を
お
持
ち
で
、
８
月
以
降
も
該
当
す
る
人

を
お
持
ち
で
、
８
月
以
降
も
該
当
す
る
人

に
は
、
新
し
い
被
保
険
者
証
と
あ
わ
せ
て

に
は
、
新
し
い
被
保
険
者
証
と
あ
わ
せ
て

郵
送
し
ま
す
。（
手
続
き
不
要
）

郵
送
し
ま
す
。（
手
続
き
不
要
）

　

対
象
と
な
る
人
で
限
度
額
適
用
・
標
準

　

対
象
と
な
る
人
で
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
が
な
い
人
は
、
申
請

負
担
額
減
額
認
定
証
が
な
い
人
は
、
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課

保
険
年
金
課

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
３
１

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
３
１

０
７
４
８
‐

０
７
４
８
‐
2424
‐
５
５
７
６

‐
５
５
７
６

　

英
語
の
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
や
体
を

使
っ
た
ゲ
ー
ム
な
ど
、
小
学
生
向
け
に
英

語
を
楽
し
む
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
を
開
講
し

ま
す
。英
語
を
話
し
た
い
子
ど
も
た
ち
は
、

ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。
当
日
は
、
12

月
３
日
㈯
開
催
予
定
の
第
９
回
東
近
江
英

語
ス
ピ
ー
チ
大
会
の
暗
唱
課
題
の
発
表
も

行
い
ま
す
。

 

７
月
18
日
㈷
午
前
11
時
か
ら
正
午
ま
で

※ 

定
員
を
超
え
る
申
込
み
が
あ
っ
た
場

は
、
午
後
０
時
30
分
か
ら
の
ク
ラ
ス
を

増
設
し
ま
す
。

旧
八
日
市
保
健
セ
ン
タ
ー

市
内
の
小
学
１
～
６
年
生

30
人
（
申
込
み
先
着
順
）

東
近
江
国
際
交
流
協
会

（
平
日
午
前
10
時
～
午
後
４
時
）

０
５
０
‐
５
８
０
２
‐
９
６
０
６

英
語
に
ふ
れ
よ
う

Ｏ
ｎ
ｅ
Ｏ
ｎ
ｅ--

ｈｈ
ｏ
ｕ
ｒ

ｏ
ｕ
ｒ        

Ｃ
ｏ
ｕ
ｒ
ｓ
ｅ

Ｃ
ｏ
ｕ
ｒ
ｓ
ｅ  

キ
ッ
ズ
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル

キ
ッ
ズ
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル

■記号の説明・・・ ＝日時　 ＝場所　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用

　　　　　　　　　 ＝申込み　 ＝問合せ　 ＝ IP電話　 ＝ファクス

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
、
国
民
の

義
務
で
す
が
、
経
済
的
に
納
付
が
困
難
な

場
合
、納
付
を
「
免
除
」
ま
た
は
「
猶
予
」

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※ 

所
得
な
ど
一
定
の
要
件
が
あ
り
、
申
請

し
て
承
認
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

令
和
４
年
７
月
分
か
ら
令
和
５
年
６
月

分
ま
で
の
免
除
・
猶
予
申
請
は
、
本
年
７

月
か
ら
手
続
き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
免
除
・
猶
予
・
学
生
特
例
は
、

申
請
日
か
ら
２
年
１
カ
月
前
ま
で
遡
っ
て

手
続
き
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
で
収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
人

に
つ
い
て
も
、
納
付
が
免
除
ま
た
は
猶
予

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
納
付
免
除

　
本
人
や
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前
年
所
得

が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、
保
険
料
の
全

額
ま
た
は
一
部
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
一
部
免
除
（
４
分
の
１
免
除
、

半
額
免
除
、
４
分
の
３
免
除
）
さ
れ
た
人

は
、
免
除
後
の
保
険
料
の
納
付
が
な
け
れ

ば
未
納
と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
。

■
納
付
猶
予

　

50
歳
未
満
の
人
で
、
本
人
・
配
偶
者
の

前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
は
、

納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

■
学
生
の
納
付
特
例

　
本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の

学
生
は
、
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
猶
予

の
継
続
を
希
望
す
る
場
合
は
、
毎
年
４
月

以
降
に
必
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
３
１

０
７
４
８
‐
24
‐
５
５
７
６

ま
た
は
各
支
所

将
来
へ
の
橋
渡
し
　
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

免
除
・
猶
予
制
度

免
除
・
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す

が
あ
り
ま
す

「「
限
度
額
認
定
証

限
度
額
認
定
証
」」をを

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
更
新
更
新
し
ま
す

し
ま
す

　

令
和
４
年
度
の
保
険
料
は
、
令
和
３
年

　

令
和
４
年
度
の
保
険
料
は
、
令
和
３
年

中
の
所
得
に
基
づ
き
計
算
し
て
い
ま
す
。

中
の
所
得
に
基
づ
き
計
算
し
て
い
ま
す
。

■■            

「
特
別
徴
収
」
の
欄
に
金
額
が
記
載
さ
れ

「
特
別
徴
収
」
の
欄
に
金
額
が
記
載
さ
れ

て
い
れ
ば
、
そ
の
金
額
が
公
的
年
金
か

て
い
れ
ば
、
そ
の
金
額
が
公
的
年
金
か

ら
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。

ら
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。

    

■■  

「
普
通
徴
収
」
の
欄
に
金
額
が
記
載
さ　

「
普
通
徴
収
」
の
欄
に
金
額
が
記
載
さ　

れ
て
い
れ
ば
、
納
付
書
か
口
座
振
替
に

れ
て
い
れ
ば
、
納
付
書
か
口
座
振
替
に

よ
る
納
付
と
な
り
ま
す
。　

よ
る
納
付
と
な
り
ま
す
。　

　　　　　

次
の
要
件
を
満
た
す
人
は
、
保
険
料
が

　

次
の
要
件
を
満
た
す
人
は
、
保
険
料
が

減
免
と
な
り
ま
す
。

減
免
と
な
り
ま
す
。

①①      

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ

り
、
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま
た

り
、
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま
た

は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯
の
人

は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯
の
人

　

→

　

→
保
険
料
を
全
額
免
除

保
険
料
を
全
額
免
除

②②  

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維
持
者
の
収
入

に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維
持
者
の
収
入

に
減
収
が
見
込
ま
れ
る
世
帯
の
人

に
減
収
が
見
込
ま
れ
る
世
帯
の
人

　

→

　

→
保
険
料
の
一
部
を
減
額

保
険
料
の
一
部
を
減
額

　　

詳
し
く
は
、問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
課

保
険
料
課

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
３
２

０
５
０
‐
５
８
０
１
‐
５
６
３
２

０
７
４
８
‐

０
７
４
８
‐
2424
‐
５
５
７
６

‐
５
５
７
６

後
期
高
齢
者
医
療

後
期
高
齢
者
医
療

      

保
険
料
決
定
通
知
書

保
険
料
決
定
通
知
書
をを

          
          

７
月
中
旬

７
月
中
旬
にに
郵
送
郵
送
し
ま
す

し
ま
す

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

にに
伴伴
うう
保
険
料
の
減
免

保
険
料
の
減
免

よい歯で健康に １年間よろしくお願いします

令和４年度令和４年度のの役員役員がが決定決定しましたしました

　外国料理の屋台・キッチンカーが集結！

せかいの屋台せかいの屋台＆＆ひがしおうみひがしおうみ
国際チャリティーフェスタ国際チャリティーフェスタ
　外国料理の屋
台、キッチンカー
で、世界のグルメ
を味わえます。ほ
かにも、お菓子の
販売や世界のゲー
ム体験など楽しい
イベントも盛りだく
さん。本フェスタの売上げの一部は、ウクライナ
人道支援や県内の避難民の生活支援に寄附しま
す。
※�フェスタ当日までの間、ウクライナ人道支援の
ための寄附を受け付けています。
※�一部の体験は予約が必要です。詳しくは、以
下の二次元コードから確認してください。
７月18日㈷１0：00～16：00
旧八日市保健センター

東近江国際交流協会
050-5802-9606　

東近江市自治会連合会東近江市自治会連合会

会　長　　小辰　博　（中野地区）
副会長　　田中　源一（建部地区）
　　　　　野神　幸夫（永源寺地区）
　各地区の自治会連合会の会長は、以下のと
おりです。　　　　　　　　　　　��（敬称略）

氏　名 地　区 氏　名 地　区

井上　紀久男 平　田 谷　正和 市　辺

藤川　幸司 玉　緒 髙橋　至 御　園

田中　源一 建　部 小辰　博 中　野

平井　康博 八日市 小杉　淳夫 南　部

野神　幸夫 永源寺 稲本　正行 五個荘

奥村　清和 愛　東 中野　一男 湖　東

森野　才治 能登川 森山　亮 蒲　生

まちづくり協働課　
050-5801-5623　 0748-24-5560

東近江市人権のまちづくり協議会東近江市人権のまちづくり協議会

会　長　　河村　栄一（五個荘地区）
副会長　　井上　均　（蒲生地区）
　　　　　小林　泉　（湖東地区）
　各地区の人権のまちづくり協議会会長は、以
下のとおりです。　　　　　　　　��（敬称略）

氏　名 地　区 氏　名 地　区

増田　勉 平　田 辻　善英 市　辺

谷　善哉 玉　緒 多中　善久 御　園

岡　吉則 建　部 谷　一喜 中　野

野瀬　信弘 八日市 筧　竜彦 南　部

平木　秀樹 永源寺 河村　栄一 五個荘

岡田　米陽 愛　東 小林　泉 湖　東

奥村　和彦 能登川 井上　均 蒲　生

生涯学習課　
050-5801-5672　 0748-24-1375

親と子の親と子の
よい歯のコンクールよい歯のコンクール

　東近江市親と子のよい歯のコン
クールが６月２日に開催され、竹村
会さん、光生ちゃん親子が最優秀
賞を受賞しました。

健康推進課
050-5801-5646
0748-24-1052

最優秀賞　
　竹村会

あ い

さん、光
み は る

生ちゃん

新
し
い
被
保
険
者
証

新
し
い
被
保
険
者
証
をを
７
月
中
旬

７
月
中
旬

にに
郵
送
郵
送
し
ま
す

し
ま
す

まちづくりネット東近江


